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市保有施設のブロック塀を
点検しました

問 伊奈庁舎安心安全課  ☎58 ‐ 2111（内線2502）

　大阪で発生した地震によるブロック塀の倒壊で発生した事故を
受け、当市でも保有する施設のブロック塀を点検しました。その
結果、下記施設で建築基準法施行令に適合していないことが判明
しました。
　現在は、看板の設置などで注意喚起を行っていますので、地震
が発生した際は、近づかないでください。
　市では今後、ブロック塀の撤去や修繕などの安全確保を早急に
実施してまいります。なお、上記のうち、学校関連施設について
は学校教育課で、消防関連施設については安心安全課で対応いた
します。皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

【教育関連施設】 
　• 谷井田小学校（東側ブロック塀）
　• 豊小学校（南側ブロック塀）
　• 伊奈中学校（南側校門ブロック塀）
　• わかくさ幼稚園（西側・南側・北側ブロック塀）
　• すみれ幼稚園（北側ブロック塀）

【消防関連施設】 
　• 消防団第 7 分団器具置場（東側・西側・南側ブロック塀）
　• 消防団第 9 分団器具置場（北側ブロック塀）

■法令に適合していないブロック塀が判明した施設
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■ブロック塀の点検のチェックポイント
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